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第１章 空き家対策の実施状況 

 

１ 空き家の発生の予防 

 ⑴ 様々な機会・媒体を利用した情報発信、空き家に係る講座等の実施（計画：P20） 

  ア 様々な媒体を通じた意識啓発 

      令和４年度は、引き続き、チラシの作成・配布及び本市支援策のホームページへの掲載などを

実施しました。 

    

  イ おしかけ講座の開催 

      空き家の発生の予防のため、自治会・町内会など地域の皆様の集まりに、司法書士等の専門家

と職員がお伺いし、相続登記や遺言などについて御説明するおしかけ講座を開催しています。 

   【開催実績】 

年度 開催回数 延べ参加人数 

H２６ １６回 ４６７人 

H２７ ２５回 ６１７人 

H２８ １９回 ４７１人 

H２９ １７回 ３９４人 

H３０ １３回 ４０３人 

Ｒ１ ２４回 ８０８人 

Ｒ２ ５回 ８９人 

Ｒ３ ３回 ９５人 

Ｒ４ １３回 ３６１人 

 

  ⑵ 関係団体と連携した相続登記の更なる促進（計画：P21） 

    国において、令和３年４月の民事基本法制（民法、不動産登記法及び相続土地国庫帰属）の改正

により、令和６年４月１日から相続登記が義務化されることとなりました。 

 

⑶ 地域主体の空き家対策と連携した家屋所有者に対する適切な相続等の働き掛け（計画 P21） 

    地域主体の空き家対策において実施（「２ 活用・流通の促進」「（２）活用・流通に向けた所

有者への働き掛け」「ア  地域主体の空き家対策」参照）。 

  ⑷ 権利関係の複雑化を予防する仕組みの検討（計画 P21） 

  令和２年６月に、国に対して、「所有者不明不動産の抜本的な発生防止対策としての、不動産名

義変更手続の義務化及び罰則の制定」を要望しました。 

令和３年４月の民事基本法制の改正により、相続登記の申請の義務化（過料の罰則）及び登記名

義人の死亡等の事実の公示等の制度が整備されることとなりました。 

 

 

 

＜おしかけ講座＞ 
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２ 活用・流通の促進 

 ⑴ 総合的なコンサルティング体制の整備 

   地域の空き家相談員、専門家派遣制度及び専門家と連携した所有者への働き掛け等の実施（計画 P23） 

  ア 地域の空き家相談員制度 

    本市の研修を受けた不動産事業者を「地域の空き家相談員」として登録し、無料で所有者等の

空き家相談に応じる制度です。 

令和 4 年度は、登録更新研修を実施しました。非居住住宅利活用促進税の制度概要やオーナー

負担を減らす空き家活用手法等を内容とし、空き家相談員のスキルアップを図りました。 

 

  【令和４年度相談実績（相談員からの四半期の回答による(令和５年３月３１日時点)）】 

相談件数 ７８０件 

流通件数 ３４６件 

契約件数 ２０６件 

相談員登録者数 
２８１名 

（令和５年３月３１日時点） 

 

  平成２９年１２月に区役所・支所に定期的な空き家相談窓口を設置し、また、令和３年度か

らは、全１４区役所・支所において、市民等からの空き家に関する相談に応じていただいてい

ます（月１回設置）。 

 【各区役所・支所の開設時期】 

開設時期 開設会場 

平成２９年１２月 北区 

平成３１年 ４月 伏見区 

令和 元年１０月 左京区、下京区、右京区 

令和 ２年 ４月 上京区、中京区、山科区、南区、深草支所、醍醐支所 

令和 ３年 ４月 洛西支所、東山区、西京区 

【相談員による区役所・支所での空き家相談窓口の開催実績】 

開催年度 相談組数 

H29 ８組 

H30 ２８組 

Ｒ１ ８３組 

Ｒ２※ ５７組 

Ｒ3 １１７組 

Ｒ４ ６６組 

※ 新型コロナウイルスの影響により、令和２年４月から７月まで 

相談会を休止。8 月から１２月までは代替措置として市役所、 

オンラインにて開催（うち市役所２９組、オンライン 6 組）。 

令和３年１月から各区役所・支所にて再開。 

 

 
＜地域の空き家相談員による 

空き家相談会の様子＞ 
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   イ 専門家派遣制度 

    空き家を活用・流通させようとする場合に、助言や情報提供等を行う専門家（建築士及び地 

域の空き家相談員）を無料で派遣しています。令和２年度からは、司法書士にも御協力いただ 

き、更に相続、登記についての相談にも対応しています。 

   【派遣実績】 

年度 派遣件数 

H２６ ３０件 

H２７ ６３件 

H２８ 57 件 

H２９ ６１件 

H３０ ９２件 

Ｒ1 ８１件 

Ｒ2 ７９件 

Ｒ3 ７６件 

Ｒ４ ６９件 

 

 ⑵ 活用・流通に向けた所有者への働き掛け 

   地域力と専門家の知見を活かした地域主体の空き家対策の全市展開（計画 P26） 

ア 地域主体の空き家対策 

     地域主体の空き家対策に計２０６学区（令和４年度末時点）で取り組んでいただいており、

各地域団体において、おしかけ講座の受講、まち歩きによる空き家調査、空き家マップの作

成、空き家所有者向け相談会、空き家所有者への活用提案など、様々な地域主体の空き家対策

が展開されています。 

 

    【取組の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜空き家相談会＞ ＜まち歩きによる空き家調査＞ 
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    (a) 地域連携型空き家対策促進事業 

       まちづくり活動の一環として、空き家対策に取り組む地域団体を対象に、専門家の紹介

や活動費補助等の支援を行っています。（本市の厳しい財政状況を鑑み、令和４年度から

当面の間、新規学区の募集は休止） 

       取組学区数 累計６３学区（令和４年度末時点） 

    【取組開始時期】 

年度 学区数 

H22～25 １１ 

H26 １７ 

H２７ ５ 

H２８ ８ 

H２９ １４ 

H３０ １ 

Ｒ１ ２ 

Ｒ２ １ 

Ｒ３ ４ 

    (b) 密集市街地対策の防災まちづくりの活動の中で空き家対策に取り組んだ学区 

       累計： ２学区（(a)と重複する学区は除く） 

    (c) おしかけ講座を開催した学区 

       累計：１４１学区（(a)、(b)と重複する学区は除く） 

 

◎ 「地域主体の空き家対策」の行政区別の取組学区数（令和４年度末） 

行政区 取組学区／全学区 取組学区名 

北区 １８／１８ 全ての学区 

上京区 １７／１７ 全ての学区 

左京区 ２８／２８ 全ての学区 

中京区 ２３／２３ 全ての学区 

東山区 １１／１１ 全ての学区 

山科区 １３／１３ 全ての学区 

下京区 ７／２３ 有隣、修徳、菊浜、光徳、大内、稚松、尚徳 

南区 １４／１５ 陶化を除く全学区 

右京区 ２６／２７ 常盤野を除く全ての学区 ※京北は６学区として計上している 

西京区 １７／１７ 全ての学区 

伏見区 ３２／３５ 竹田、向島、小栗栖を除く全ての学区 

合計 ２０６／２２７  

 

イ 重点取組地区における空き家調査及び所有者への働き掛け 

 平成 28 年度から平成 30 年度まで、交通利便性などを考慮し、空き家に対する需要が高いと考

えられる地域を重点取組地区に設定し、当該地区の空き家の所有者に対して、アンケート・チラシ
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の郵送や電話といった直接的な方法により、活用・流通を働き掛ける取組を実施しました。 

令和元年度は、これまでに設定した重点取組地区の空き家所有者への働き掛け及び平成 30 年度

に本市が実施した空き家実態調査の対象学区のうち 6 学区を対象に空き家所有者へ働き掛けを実

施しました。 

＜重点取組地区における空き家所有者への働き掛け＞ 

アンケート回答数：９６件（送付数２６１件、回答率３６．７％）  

＜空き家実態調査の対象学区の空き家所有者への働き掛け＞  

アンケート回答数：６９件（送付数３９４件、回答率１７．５％）  

 

 

 ⑶ 改修費に対する助成等 

  ア  地域特性や物的特性（京町家等）に応じた支援策の検討（計画 P30） 

    空き家活用・流通支援等補助金 

   ・ 空き家を活用・流通させる場合に、改修費用の一部を補助（最大９０万円） 

   ・ 地域の居場所づくり、移住者や学生の住まい、若手芸術家の居住・制作・発表の場、京町家

等の活用・流通等の本市の政策目的に合致する改修内容に対し補助 

   ・ 本市の厳しい財政状況を鑑み、令和４年度から当面の間、補助金の交付は休止しています。 

【交付実績】 

年度 交付件数 

H２６ ４６件 

H2７ ８９件 

H２８ ７６件 

H２９ ５８件 

H３０ ４７件 

Ｒ１ ３６件 

Ｒ２ ３５件 

Ｒ３ ３１件 
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 【活用事例】 

 【商店街の街区内での活用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     【地域の居場所づくり（多世代交流の場）】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 空き家を活用する場合の用途変更に伴う負担を軽減するための支援策の検討（計画 P30） 

    空き家を宿泊施設など住宅以外の用途で活用する場合において、用途変更により住宅用地特例

が解除され、固定資産税等の税額が増額される、用途変更に伴う各種手続が必要となる等の負担

が発生するため、負担を軽減するための支援策について、引き続き、検討します。 
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  ウ 京町家保全・活用対策など、他施策と連携した施策の実施（計画 P30） 

    引き続き、京町家保全・活用対策、耐震化促進、省エネリフォーム支援といった他施策と連携

し、本市の各種政策に資するかたちでの空き家の活用・流通を更に促進しています。 

【実績】 

年度 H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 累計 開始年度 

指定京町家改修補

助金 
－ － － － ７ ２４ ８７ ８５ ７６ ２７９ 

H３０ 

（10 月～） 

個別指定京町家維

持 

修繕補助金 

－ － － － １ ７ ７ 5 １０ ３０ 
H３０ 

（10 月～） 

京町家まちづくり 

クラウドファンデ

ィング支援事業 

－ － １ ０ ０ ０ ０ 0 
０ 

（廃止）

１ H２８ 

京町家まちづくり 

ファンド 
４ ３ ２ ３ ４ ４ １ 3 ３ ９６ H１８ 

木造住

宅及び

京町家 

耐震診

断士派

遣事業 

木造 138 179 237 152 277 132 113 164 144 3,870 H８ 

京町家等 105 188 201 153 184 126 143 152 140 1,866 H１９ 

基本計画作成

※1 
— ４５ ６３ ４４ ５２ ４８ 52 39 23 366 H２７ 

まちの匠の知恵を

活かした京都型耐

震・防火リフォー

ム支援事業※２ 

562 823 677 703 853 741 608 545 17 6,744 H２４ 

既存住宅省エネ 

リフォーム支援事

業※４ 

604 438 645 586 602 350 678 331 ０ 4,234 H２６ 

民間賃貸住宅にお

ける子育て・新婚

世帯向けリノベー

ションの促進 

－ － ２ ５ 
１ 

（※3）

０ ０ ０ ０ 
８ H２８ 

     ※１ 令和３年度から京町家のみを対象 

※２ 令和 4 年度は新規受付を休止。実績は前年度からの繰越しを含む。 

※３ 京都市セーフティネット住宅供給促進モデル事業による改修費補助 

※４ 令和４年度から休止 
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 ⑷ 個人住宅の賃貸活用等の推進 

  ア 信用力のある主体による活用希望者と所有者とをマッチングする仕組みの検討（計画 P32） 

   (ｱ) ＪＴＩ（移住・住みかえ支援機構）による「マイホーム借上げ制度」等との連携 

     ＪＴＩの「マイホーム借上げ制度」等と連携し、空き家所有者への制度周知、空き家所有者

向け説明会及び相談会などを実施しています。 

     また、平成２９年１１月から、京安心すまいセンターにも相談窓口を設置しています。 

    【説明会及び相談会】 

 参加者数 

（平成２８年度） 

参加者数（平成２９年度）  参加者数（平成３０年度） 参加者数（令和元年度） 

１回目（京都駅前） ２回目（洛西 NT） １回目（中京区役所） ２回目（下京区役所） １回目（左京区役所） ２回目（伏見区役所） 

説明会 ３４人 １４人 ３３人 ３２人 １８人 ４７名 ２５名 

相談会 ５組 － － － － － － 

 

 (ｲ) 京町家所有者と活用希望者のマッチング制度 

    平成３０年６月に、本市に登録された建築関連団体や不動産関連団体の専門事業者が、京町

家の改修方法や活用方法、京町家を継承・活用したい方とのマッチング等を提案する制度を開

始しています。 

    利用件数：   ５１件（令和４年度末時点） 

 

  (ｳ) 新たな住宅セーフティネット制度 

    住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、平成 29 年 10

月 25 日から、民間の空き家を活用し、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮

者の入居を拒まない賃貸住宅（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅）を登録する制度（新たな

住宅セーフティネット制度）を開始しています。 

    登録住宅数：  ５，８４３戸（令和３年度末時点） 

 

  イ 信用力のある主体による寄附受納・借上げ等の検討（計画 P32） 

    ＪＴＩ（移住・住みかえ支援機構）による「マイホーム借上げ制度」等との連携【再掲】 
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⑸ 再建築・改修等の円滑化 

  ア 細街路対策について、市民等による自発的取組を広く促す更なる普及促進を実施（計画 P33） 

   (ｱ) 防災みちづくり事業 

     密集市街地において、地域の防災性及び住環境を向上させるため、防災上重要な細街路の拡

幅整備に要する費用を補助しています。 

補助件数：  ２件（令和４年度末時点） 

 

   (ｲ) 細街路対策との連携 

    再建築等が困難な細街路において、非道路の道路化（２項道路指定）や後退距離の緩和（３

項道路指定）する制度を活用し、建替え等がしやすくなる取組を実施しています。 

    【指定実績】（令和４年度末時点） 

指定 路線数 

一般細街路 3 項 1 路線 

袋路 2 項 2 路線 

袋路 2 項＋3 項 0 路線 

特定防災細街路 6 項 1 路線 

6 項＋3 項 0 路線 

歴史的細街路 3 項 １０路線 

（祇園町南側、膏薬辻子） 

                合計                       1４路線 

 

 

 ⑹ 需給のマッチング 

   ア 移住促進の取組と連携した施策の実施（計画 P35） 

   (ｱ) 移住サポートセンター「住むなら京都」を開設・運営 

         「住むなら京都」では、京都で暮らす魅力の発信や「しごと」、「すまい」、「子育て支援」等

に関する相談対応などに取り組んでいます。 

    【対応件数】 

年度 相談件数 

H２８ ３１８件 

H２９ ４４９件 

H３０ ７０２件 

Ｒ１ ４６０件 

Ｒ２ ２８２件 

Ｒ３ ２０９件 

Ｒ４ ３９４件 

       ※ 東京事務所での相談件数含む。 
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 (ｲ) 北部山間移住相談コーナーの開設 

     京都市移住サポートセンター「住むなら京都」に寄せられる田舎暮らしに魅力を感じておら

れる方からの相談への対応や北部山間地域の紹介、現地案内等の拠点となる「北部山間移住相

談コーナー」を開設しています。 

    【対応件数】 

年度 相談件数 

H２８ １７４件 

H２９ ２４３件 

H３０ ２３６件 

Ｒ１ ３１５件 

Ｒ２ ２９５件 

Ｒ３ ２７８件 

Ｒ４ ２２７件 

   

(ｳ)  移住促進地域助成制度 

    ＜地域の取組支援＞ 

     自治会、その他の地域住民の組織する団体が地域において実施される移住者の受入れに向け

た取組を支援するため、移住相談や現地案内、田舎暮らし体験イベント、お試し居住体験の実

施等の活動に係る費用を助成しています。 

    ＜定着支援＞ 

     自治会、その他の地域住民の組織する団体が移住者の定着を図るために実施される地元農産

物の提供等の移住者支援活動に係る費用を助成しています。 

    【助成件数】（交付件数） 

項目 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

地域の取組支援 １２件 １０件 １１件 １１件 １０件 １１件 ８件 

定着支援  ６件 ９件 ９件 １０件 ９件 ９件 ７件 
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 (ｴ) 田舎暮らし体験住宅整備 

     北部山間地域への移住を検討されている方に向けて、豊かな自然や伝統文化、温かい地域コミ

ュニティ等、田舎暮らしの魅力を体験できる住宅の整備を行い、体験住宅で実際に生活し、地

域とのかかわりを深め、住まいや仕事を探していただくことで、円滑な移住につなげます。 

    【件数】 

年度 住宅数 

H２８ ２軒 

H２９ ２軒 

H３０ ２軒 

Ｒ１ ４軒 

Ｒ２ ４軒 

Ｒ３ ４軒 

Ｒ４ ４軒 

 

(ｵ) 空き家に付随した農地の取得に係る下限面積要件の撤廃 

     農地法の改正により、令和５年４月１日から農地法第３条に基づく農地の権利取得に係る許可

要件の下限面積（3,000 ㎡（一部地域 1,000 ㎡））の要件が撤廃されたため、これまでより農

地付き空き家の売買や賃貸がしやすくなりました。 
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   イ 移住促進、子育て・高齢者支援、雇用創出、文化芸術都市創生等の取組と連携した更なる需要の喚

起（計画 P35） 

   (ｱ) 空き家活用・流通支援等補助金における移住促進等の取組に係る空き家の活用 

     空き家活用・流通支援等補助金の特定目的活用支援タイプを利用し、移住促進、子育て・高

齢者支援、雇用創出、文化芸術都市創生等に係る空き家の活用が行われています。 

   ※本市の厳しい財政状況を鑑み、令和４年度から当面の間、補助金の交付は休止しています。 

    【補助金交付実績】 

活用方法 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 累計 

中山間地域へ移住する者の住まい  － ２件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 0 件 ２件 

京都市外から移住する者の住まい（※） － － ４件 １件 ４件 ０件 ４件 １件 １３件 

若手芸術家の制作・発表の場  ４件 10件 １件 ３件 ３件 １件 １件 ０件 ２３件 

     ※ 移住者・大学等の学生・留学生等の住まいとして補助金を交付 

 

   (ｲ) 京都市居住支援協議会によるすこやか賃貸住宅等の実施 

     住まいや高齢者および障害者福祉に係る事業者、京都市や関係機関などのメンバーで構成さ

れる居住支援協議会を設置し、高齢者および障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる住ま

いの確保に向け、官民協働で住宅と福祉の両面から取組を進めています。 

    【実績】 

項目 累計（令和４年度末時点） 

「すこやか賃貸住宅」登録戸数 ５，５３９件 

「すこやか賃貸住宅協力店」登録店舗   １７０件 

 

   (ｳ) 高齢者すまい・生活支援事業の実施 

     高齢者すまい・生活支援事業では、一人暮らしの高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促

進と穏やかな生活を支援するため、低廉な住まいの確保と見守りなどのサービスを組み合わせ

て提供しています。 

    【実績】 

年度 累計 

H２６～Ｒ４ １０５件 

     ※ 平成２８年度までは「高齢者すまい・生活支援モデル事業」として実施。 
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⑺  既存住宅流通の促進 

ア 既存住宅流通の促進（計画 P36） 

   「空き家の更なる活用促進に向けた抜本的な空き家対策」の推進 

令和元年８月に、京都市空き家等対策協議会において取りまとめた「空き家の更なる活用促進

に向けた抜本的な空き家対策」に基づき、空き家のより一層の活用や放置空き家の発生の抑制を

図ることとしました。 

【抜本的な空き家対策】 

(ｱ) 地域主体の空き家対策の充実 

   空き家問題を地域が「自分ごと」、「みんなごと」として取り組めるよう、引き続き、地域主

体の空き家対策の更なる地域の拡大や取組の充実を図ります（再掲）。 

 

(ｲ) 空き家問題に関わる各種専門団体との連携 

    各種専門団体との連携を推進します。 

 

(ｳ) 管理不全状態にある空き家の敷地の固定資産税住宅用地特例の解除 

     住宅用地特例の適用の適正化を進めるため、管理不全状態にある空き家を対象とし、「今後

人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合」について、税部局において本市独自

基準を設け、住宅用地特例の解除を行っています（令和４年度課税で１７件解除）。 

 

(ｴ) 非居住住宅利活用促進税 

      空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅の所有者に課税する新税（非居住住

宅利活用促進税）について、令和 5 年 3 月に地方税法に基づく総務大臣の同意を得て、導入

が正式決定しました。今後、制度の周知やシステム構築の期間を経て、令和 8 年以降に課税

を開始する予定です。 

 

(ｵ) 市民の安心安全を確保する徹底した危険空き家対策 

      市民から通報があった管理不全空き家について、引き続き、所有者への意識啓発及び指導等 

業務の強化・迅速化を図っていきます（「３ 適正な管理」参照）。 

また、令和３年度から、市民の安心・安全を確保するため、所有者が判明しており、か

つ、特に危険性が高い管理不全空き家に対し、これまで以上に厳しく、勧告予告、勧告、命

令の事前通知、命令の４段階で適正指導を行っており、その約半数の管理不全空き家が解消

しています。 

令和４年度 勧告 １４９件 

      命令  ２９件 
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３ 適正な管理 

⑴ 所有者の管理責任に係る意識啓発 

  ア 様々な媒体による意識啓発を実施（計画 P37） 

引き続き、「空き家の情報冊子」等により空き家の所有者の啓発を行うとともに、通報により

把握した空き家所有者に対して、管理不全状態となることを予防するための啓発を行っていま

す。 

⑵ 適正管理に対する支援 

  ア 地域コミュニティやＮＰＯ団体等が管理をする場合の支援策の検討（計画 P38） 

    空き家の適正な管理を更に推進するため、地域やＮＰＯ団体等が空き家を管理する場合の支援

策について、引き続き、検討します。 

 

  イ 事業者、専門家と連携した適正な管理の支援（計画 P38） 

     管理不全空き家の所有者等に地域の空き家相談員を紹介するほか、地域の空き家相談員をはじ

めとする民間事業者の管理代行サービスを紹介しています。 

 

⑶ 所有者に対する指導等 

  ア 管理不全空き家に係る調査業務等において、民間の力の更なる活用（計画 P40） 

    市民から通報があった管理不全空き家の現地調査、所有者調査などの調査業務において、民間

の力を更に活用することにより、迅速化を図っています。 

   【実績】 

   ＜事業者と連携した現地調査＞通報のあった空き家の現地調査（一次調査）を実施。 

年度 件数 

Ｒ１ ２０７件 

Ｒ２ ２６１件 

Ｒ３ ３６１件 

Ｒ４ ２９２件 

 

＜専門家と連携した現地調査＞管理不全状態の判定を実施。 

年度 件数 

H26 ５００件 

H27 ４５０件 

H28 ４００件 

H29 ４００件 

H30 ３００件 

Ｒ1 １９２件 

Ｒ2 ２５０件 

Ｒ3 ２０７件 

Ｒ４ ８０件 
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＜事業者と連携した空き家のパトロール調査＞管理不全空き家の経年変化の調査を実施 

年度 件数 

H29 ５５０件 

H30 ５５０件 

Ｒ1 ５５０件 

Ｒ2 ７００件 

Ｒ3 ７６１件 

Ｒ４ １，７８０件 

 

   ＜専門家と連携した所有者調査＞所有者調査を実施 

年度 件数 

H28 ５１件 

H29 ５１件 

H30 ４１件 

Ｒ１ １８１件 

Ｒ２ ４０１件 

Ｒ３ ２０９件 

Ｒ４ ２３３件 

 

 ＜事業者と連携した空き家所有者の現況調査＞管理不全空き家の所有者の現況調査を実施 

年度 件数 

H29 １，１１５件 

H30 １，０００件 

    Ｒ１以降は実施なし 
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  イ 管理不全空き家等に対する指導等の強化・迅速化（計画 P40） 

    民間事業者・専門家と更なる連携を図ることで、より効率的に対応を進めることにより生まれ

た行政のマンパワーを、行政でしか実施できない管理不全空き家の所有者に対する指導・勧告・

命令業務に繋げ、指導等業務の強化・迅速化を図っています。 

  【指導状況】 

項目 Ｈ２８年度末 Ｈ２９年度末 Ｈ３０年度末 Ｒ元年度末 Ｒ２年度末 Ｒ３年度末 Ｒ４年度末 

管理不全状態の解消など

の対応を要する件数（Ａ） 

１，３１５件 １，７２２件 ２，１１８件 ２，２３３件 3，109 件 ３，８３８件 ４，１６３件 

○本市による指導等を受

け除却されたなど、解決済

み（Ｂ） 

４５８件 ７４９件 １，０１８件 １，１９２件 1，793 件 ２，０１０件 ２，３９４件 

○解決率（Ｂ／Ａ） ３４．８％ ４３．５％ ４８．１％ ５３．４％ ５７．７% ５２．４％ ５７．５％ 

○空家特措法又は空き家

条例に基づく勧告（累計） 

５２件 ６８件 ６８件 ７１件 ７６件 １８１件 ３３０件 

○空家特措法又は空き家

条例に基づく命令数（累

計） 

１件 ３件 ３件 ３件 ３件 １４件 ４３件 

○行政代執行数（累計） ２件 ２件 ２件 ３件 ４件 ４件 ５件 

 （うち、空家特措法に基づく代執行） （０件） （０件） （０件） （１件） （２件） （２件） （２件） 

 （うち、行政代執行法に基づく代執行） （０件） （０件） （０件） （０件） （０件） （０件） （１件） 

 （うち、建築基準法に基づく略式代執行）  （２件） （２件） （２件） （２件） （２件） （２件） （２件） 

 

  



- 17 - 

 

4 跡地の活用 

 ⑴ 密集市街地の防災まちづくりの取組と連携した老朽化した空き家の除却、防災ひろばの整備等の推進（計画 P42） 

  ア 老朽木造建築物除却事業 

   密集市街地の防災性向上を目的として、古くなった空き家等の除却に要する費用を補助します。 

【実績】 

年度 件数 

H26 ４件 

H27 １１件 

H28 １２件 

H29 ３件 

H30 ７件 

Ｒ１ ４件 

Ｒ２ ３件 

Ｒ３ ７件 

Ｒ４ ７件 

 

  イ まちなかコモンズ整備事業 

    密集市街地の防災性向上を目的として、空き地や建物除却後の跡地を利用した身近な防災ひろ

ばの整備に要する費用を補助します。 

   【実績（累計）】  ３件 （令和４年度末時点） 

 

5 共通する施策 

 ⑴ 所有者が多数に及ぶ場合の対策 

  ア 権利関係が複雑化した案件について、空き家相談員や専門家と連携し、権利関係の整理を促進（計画 Ｐ43）  

  (ｱ) 権利関係調整ガイドラインの活用 

    空き家相談員に権利関係調整ガイドラインを配布し、空き家の相談業務において、ガイドラ

インを活用いただくことにより、権利関係の整理を促進しています。 

 

  (ｲ) 専門家と連携した権利関係の調整 

    権利関係が複雑化した空き家について、専門家と連携の上、空き家の所有者調査及び権利関

係の整理の促進を実施しています。 

    実際に、所有者が数十人に及ぶ管理不全空き家が、地域の空き家相談員、司法書士等と連携

の下、近隣住民に売却された案件がありました。 

 

  イ 権利関係が複雑化した空き家の活用・除却に係る意思決定を円滑化させる仕組みの検討（計画 Ｐ43） 

   多数の者が共有している空き家については、活用・除却に係る合意形成が困難であることから放

置につながりやすいため、こうした空き家の活用・除却に係る意思決定を円滑化させる仕組みを

検討します。 
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⑵ 所有者の特定が困難な場合の対策 

   ア 所有者が確知できない空き家の除却・売却を円滑化する仕組みの検討（計画 Ｐ43） 

(ｱ)  略式代執行の実施 

  倒壊の恐れが高く、著しい管理不全状態にあった空き家について、空家等対策の推進に関する 

特別措置法に基づき、令和５年１０月に代執行に着手し、当該空き家の解体撤去工事を実施しま

した。 

  

 【代執行着手前の状況】 

 

 

【代執行後の状況】 

 

   

 

(ｲ) 財産管理人制度の活用 

   所有者不明の空き家について、地方公共団体の長による財産管理人の選任の申立てが可能とな

るよう国に要望し、令和２年に実現しました。 

令和２年度に３件、令和３年度に３件、令和４年度には５件の管理不全空き家について家庭裁

判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、相続財産管理人が選任されました。管理不全空き家

の解消に向けた動きが進んでおり、これまでに５件の空き家について管理不全状態が解消されま

した。 

      また、所有者不明土地においては、平成３０年６月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関

する特別措置法」が成立し、所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方

公共団体の長による財産管理人の選任の申立てが可能と同法に明記されています。 
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6 取組指標 

 【各取組指標に対する令和４年度末時点の状況】 

項目 Ｒ４年度末 指標 達成年度 

地域の空き家相談員への 

相談件数（年間） 
 ７８０件 １，５００件 毎年 

専門家派遣の派遣件数 

（年間） 
 ６９件 ８０件 毎年 

地域主体の空き家対策に取り

組んでいる学区数（累計） 
２０６学区 全学区 

H３５年度末 

(R５年度末) 

通報のあった管理不全空き家

の解決率（累計） 
５７．５％ １００％ 

H３８年度末 

(R８年度末) 

市場に流通していない空き家

の増加の抑制（調査時点） 

４５，１００戸 

（※） 

推計：６８，７００戸 

⇒５５，０００戸に抑制 

H３５年 

(R５年) 

  ※ 平成３０年住宅・土地統計調査の結果 

 


